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後期高齢者健康診査

75歳・80歳
の方へ

後期高齢者健康診査はもう受けられましたか？
まだ、受診されていない方は、ご自身の健康管理のためにも是非受診してください。
対 象 者：後期高齢者医療制度にご加入の方（平成27年８月31日までに資格取得された方、但　
　　　　　し８月中に資格取得される方は９月下旬に健診受診券を発送します。）
健診期間：11月30日（月）まで
持 ち 物：①受診券　②保険証　③質問票　④自己負担金
　　　　　＊自己負担金は500円　又は200円です。（受診券に記載されます）
　　　　　＊受診券の再発行につきましては保険福祉課で行います。
【問い合わせ先】三重県後期高齢者広域連合　TEL 059－221－6884
　　　　　　　　保険福祉課　　　　　　　　TEL 377－5659

　恒例となりました敬老会を９月21日（月）に保健福祉センターにて
開催します。
　当日は町内巡回バスを運行しますので、対象者の方は是非ご利用くだ
さい。

対象者：満75歳以上（昭和15年９月16日以前に生まれた方）
※巡回バスの経路及び停留時間については、対象者への案内に掲載します。

問い合わせ先：社会福祉協議会　TEL 377－2941

後期高齢者医療広域連合実施

敬老会の
お知らせ

歯科健康診査が行われます
　後期高齢者医療広域連合では、被保険者の口腔健康意識の向上や口腔機能低下・肺炎などの予防
を目的として、試行的に歯科健康診査を実施します。
　対象の方へは８月末に広域連合から受診券等が送付されます。
　受診券がお手元に届きましたら、是非この機会に予め歯科医療機関へ予約等行っていただき受診
してください。
◎対 象 者　
　　県内で住所を有する者で、受診日において被保険者である者のうち、平成27年３月31日時点で
　75歳及び80歳の方。
◎実施機関　
　三重県内の歯科医療機関
　※一部実施しない歯科医療機関がありますので、ご確認のうえ受診願います。
◎受診方法　
　広域連合がお送りする受診券、健診票、質問票と被保険者証を実施機関に持参し受診してください。
◎内　　容　
　問診、口腔内健診
◎実施期間
　９月１日（火）～11月30日（月）
◎健 診 料　
　無　料（健診項目以外の治療を行った場合は別途費用が必要となります。）
◎健診結果　
　健診後は結果の説明をよく聞き、治療等が必要な場合は、早めに対処してください。

問い合わせ先
三重県後期高齢者医療広域連合　TEL 059－221－6884 　保険福祉課　TEL 377－5659


